
令和２年度 第１回上下水道運営委員会 会議録 

 

日 時／令和２年１０月７日（水）19 時 00 分～19 時 40 分 

会 場／中標津町役場３階３０１会議室  

出席者／上下水道運営委員 １２名（欠席１名） 

    事務局 ９名 

 

１．開会 

  委嘱状交付 

 

２．挨拶 

  中標津町副町長 宮川 睦 

 

３．役員選出 

  委員長：豊田委員 

  副委員長：館下委員、鳴海委員 

   

４．議事 

  報告 第１号 事業概要について（水道事業会計、下水道事業特別会計） 

  報告 第２号 令和２年度の取組について 

  ～上下水道課長より資料に基づき説明。 

 

５．質疑 

委  員： 資料Ｐ６の給水停止業務について、９月に給水停止を実施し、件数は２６件 

と報告があったが、それはいわゆる水を出ないように止めたということか。 

（生活に困っていても水まで止めないというイメージがあったので質問） 

業務係長： 給水停止は水を出ないように止めたということ。残念ながら、本町において

も滞納者がおり、給水停止に係る規程に基づき４か月滞納した方を対象に実施

している。停止の場合、急に止めるのではなく、事前に予告通知、停止通知を

送付し、それでも納付相談や納入がない場合に停止を行う。現在も７，８件停

止中のままの状況。 

 

委  員： 商工会の所属として、今回の減免に対し一言お礼申し上げたい。 

新型コロナウイルス感染症により商売をやっている私たちは、経営に大きな

ダメージを受けたが、今もなんとか頑張っているところ。先ほど委員長の挨拶



にもあったように、本町の経済を支えるためにも、またライフラインである水

道を支えるためにも、引き続きしっかりと経営基盤を作っていきたい。  

そのようななか、水道料金と下水道使用料の減免を実施いただいたことは、

なにより各事業主が助かったところであり、この場を借りてお礼申し上げる。 

 

委  員： 減免分は一般会計からの繰入金を充当すると説明があったが、その財源は、

地方創生の臨時交付金を全額充てるのか、一部を充てるのか。 

 

業務係長： 水道事業としては、今年度営農用区分の料金改定をさせていただいたところ。

一方で料金を増やして、一方で営業用区分は減免するとなると使用者の不公 

平感にもつながる懸念があり、減免については一般会計からの繰入金を充当す 

る前提で実施したところ。一般会計ではその財源として、新型コロナに対応す 

るための地方創生臨時交付金を全額見込んでいるところ。 

 

６．その他 

  次回の委員会開催については、審議する議題が生じた際に委員長へ相談し開催するこ 

ととして、日程は未定とした。 

                                    （了） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委嘱状交付                    委員長挨拶 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会議の様子 


